
大手食品　株式会社

1 2 3 4 567 8 9 1 01

岐阜県岐阜市・・・

田中　太郎

タナカ　タロウ

岐阜県岐阜市・・・

5,500,000 3,960,000

0

3,960,000

✓ Ａ

680,000

田中　洋子

タナカ　ヨウコ
2 2 2 2 222 2 2 2 22 52 11 16

1,100,000 450,000

0

450,000

✓

②

380,000

田中　大輝 7 7 7 7 777 7 7 7 77子
161215 1,000,000 410,000

✓ 田中　虎太郎
タナカ　コタロウ

6 6 6 6 666 6 6 6 66 25 11 11

子 0

収入金額とは・・・　社会保険料や所得税、住民税などが控除される前の総支給額（非課税分を除く）
所得金額とは・・・　給与などの収入金額に応じて必要経費相当額として定められた「給与所得控除額」を収入金額から差し引いた金額。
収入金額と所得金額の違いは「必要経費を差し引いているかいないか」という点になります。
よって　「所得金額」＝「収入金額」－「必要経費」　となります。
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記載例Ⓑ

タナカ　ダイキ
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(d)
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(e)
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【基・配・特・所控除申告書】各項目解説（記載が必要になる条件） 
名称 解説 

給与所得者の基
礎控除申告書
(上段左) 

本人の所得⾦額が2,500万円以下の場合記入必須 
①あなたの本年中の合計所得⾦額の⾒積額の計算※右図「給与所
得⾦額算出表」及び「公的年⾦等所得⾦額算出表」参照 
②①で計算した合計額をもとに、「控除額の計算」の表(a)の「判定」
欄(b)で該当する□に✓を付け判定結果に対応する控除額を「基礎
控除の額」(c)欄へ記載 
③判定結果がA〜Cまでに該当する場合は「区分Ⅰ」(ｄ)に記載 

給与所得者の配
偶者控除等申告
書(上段右) 

配偶者を有しており、配偶者の所得⾦額が133万円以下の場合記
入必須 
①配偶者の⽒名、⽣年⽉⽇、マイナンバーを記載 
②配偶者の所得⾒積額を計算※右図「給与所得⾦額算出表」及
び「公的年⾦等所得⾦額算出表」参照 
③②で計算した合計額及び⽣年⽉⽇を基に「判定」欄(ｅ)の該当す
る□に✓を付け①〜④までの判定結果を「区分Ⅱ」(ｆ)へ記載 
④「控除額の計算」の表(ｇ)に「区分Ⅰ」及び「区分Ⅱ」の結果を当
てはめ、配偶者控除額又は配偶者特別控除額を求める 
⑤④により求めた控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別
控除の額」欄(ｈ)へ記載※所得⾦額が133万円超の場合は、必
ず(h)に斜線／を引く 

給与所得者の特
定親族特別控除
申告書(中段) 

19歳以上23歳以下(H15.1.2〜H19.1.1生)の親族で、合計
所得⾦額が58万円超123万円以下である人を有する場合記入
必須 
①特定親族の所得⾒積額の計算※右図「給与所得⾦額算出表」
参照 
②①で計算した⾦額を「控除額の計算」の表(ｉ)に当てはめ対応す
る控除額を「特定親族特別控除の額」欄(ｊ)へ記載 

所得⾦額調整控
除申告書(下段) 

収⼊⾦額が850万円を超える人で、本人・配偶者・扶養親族のい
ずれかが特別障害者に該当する場合、又は23歳未満の扶養親族
を有する場合記入必須 
①該当する要件の□に✓を付ける(ｋ) 
②扶養親族が23歳未満に該当する場合は「扶養親族等」の欄も記
載(ｌ) 

 

【給与所得⾦額算出表】国税庁HPより抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【公的年⾦等所得⾦額算出表】 
①65歳以上 
 
 
 
 
 
②65歳未満 
 
 


